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上記の1月7日付け通知における児童生徒等に対する修学支援の事務の取扱いに当たっての留意事項を示すとともに、
本事務連絡における留意事項等についての周知を依頼したもの。

○就学援助等について 
→被災により就学援助等を必要とする児童生徒等に対しては、その認定及び学用品費、学校給食費等の支給について、
通常の手続きによることが困難と認められる場合においても、可能な限り速やかに弾力的な対応を行うこと。なお、国立学
校及び私立学校に通う者についても同様に取り扱うこと。

○高校生等への修学支援について
→高等学校等就学支援金や高校生等奨学給付金等については、被災した高校生等の状況に応じ、申請期間を延長す
るなど被災者に配慮した柔軟な対応を行うこと。

→被災により年度の中途において家計が急変した高校生等に対し、①高等学校等就学支援金（家計急変支援制度）
高校等で学び直す者に対する修学支援（家計急変支援制度）及び高校等専攻科の生徒への修学支援（家計急変
支援制度）による授業料支援に加え、②授業料以外の教育費支援として家計急変に対応している高校生等奨学給
付金も活用し、必要な支援を行うこと。 

→卒業年次の高校生等については、進路指導に際し、高等教育の修学支援新制度（授業料等減免・給付型奨学金）
や日本学生支援機構の貸与型奨学金等、大学等への進学に際して利用できる経済的支援についても周知を行うこと。

令和６年能登半島地震により被災した児童生徒等への修学支援について

令和6年能登半島地震を受け、令和6年1月7日、各都道府県教育委員会等に対して、被災地域の児童生徒の就学機会
の確保等に向けた通知を発出。同年1月10日には各都道府県・指定都市教育委員会の修学支援担当課等宛に、地震により
被災した児童生徒等に対する就学援助、高等学校等就学支援金及び高校生等奨学給付金等に係る事務の取扱い等に関す
る事務連絡を発出した。

概要

令和6年1月7日付け 通知のポイント
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令和6年1月10日付け 事務連絡



事業内容（事業実施期間：平成22年度～）

高等学校等就学支援金等

課題背景説明

○家庭の経済状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して

教育を受けることができるよう、家庭の教育費負担の軽減を図ること

 が喫緊の課題。

目的・目標
○高等学校等の授業料に充てるために高等学校等就学支援金を

支給することで、家庭の教育費負担の軽減を図り、もって教育の

機会均等に寄与する。

令和6年度予算額（案）  4,090億円

(前年度予算額        4,129億円)

＜内訳＞ 高等学校等就学支援金交付金  4,063 億円

 公立高等学校授業料不徴収交付金    0.1 億円

 高等学校等就学支援金事務費交付金  26 億円

対象
校種

公・私立高校等：都道府県

国立高校等  ：国

実施
主体

国 10/10
支援
割合

高等学校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）、高等専門学校（1～3年）、専修学校高等課程、

専修学校一般課程及び各種学校のうち国家資格者養成課程（中学校卒業者を入所資格とするもの）を置くもの、

各種学校のうち告示指定を受けた外国人学校、海上技術学校

※ 私立高校等の通信制課程に通う年収590万円未満世帯の支給上限額は 29万7,000円
※ 国公立の高等専門学校（1~3年）に通う年収590万円未満世帯の支給上限額は 23万4,600円

年収は両親のうちどちらか一方が働き、
高校生1人（16歳以上）、中学生1人
の4人世帯の目安。

590万円 910万円 年収目安

支給上限額

 39万6,000円 

  （私立高校の平均授業料
   を勘案した水準）

11万8,800円 
 （公立高校の授業料）

◆ 高校生等の授業料に充てるため、年収910万円未満の世帯の生徒等を対象に、高等学校等就学支援金を支給
  （設置者が代理受領）

◆ 令和５年度から高等学校等就学支援金制度において、家計が急変した世帯への支援を実施

私立高校等は加算

高等学校等就学支援金

（担当：初等中等教育局修学支援・教材課） 2



オンライン申請を行う場合でもマイナンバーカードの写し等の書類提出が別途必要であった等の課題を踏まえ、e-Shienのアプリケーション改修
を実施（R4.4）。R4年度はオンライン利用率が大きく上昇したが、引き続き改善に取り組む必要がある。

「経済財政運営と改革の基本方針2020（R2.7.17閣議決定）」及び「規制改革実施計画（R2.7.17閣議決定）」において、「個別分
野におけるオンライン利用率の大胆な引上げ」に取組む方針が示され、規制改革推進会議デジタル・ガバメントWGにおいて、オンライン利用率
引き上げ対象手続として、高等学校等就学支援金の受給資格認定申請等が選定された。

規制改革推進会議デジタル・ガバメントWGにおいて示された「オンライン利用率の大胆な引き上げに関する今後の進め方」を踏まえ、文部科
学省において、高等学校等就学支援金に関する「オンライン利用率引上げの基本計画」を策定・公表（R2.12.4）。

＜取組期間＞
令和５年度末まで

＜目標値＞
・受給資格認定申請 70％ （64.4%（ R5.9時点））
・収入状況届出 100％※  （98.9%（ R5.9時点））
※ マイナンバーを提出したことにより省略した届出手続の件数を含む。
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（目標値）

受給資格認定申請

収入状況届出

＜オンライン利用率の推移＞
＜主な改修内容＞
⚫ マイナポータルと連携し、申請者が保護者等の税情報

を取得して申請画面に自動転記する機能を追加
⚫ マイナンバーのオンライン入力機能を整備
⚫ 申請者に審査完了等のお知らせを行うメール送信機

能を追加

背景

基本計画（概要）

これまでの取組と進捗

高等学校等就学支援金におけるオンライン利用率の引上げに向けた対応（1/2）

[%]

マイナンバーカードの写し等の書面が原則不要に。
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オンライン申請やマイナポータル利用の推進に係る現在の課題について、今後e-Shienの機能追加等により対応する予定。

⚫ 操作に関する申請者からの問合せ
が多く、学校担当者や支給権者の
業務負担となっている

⚫ 支給決定通知等の内容が申請者
の画面に表示されないため、通知は
書面で行う必要がある

⚫ マイナポータルとの連携エラーに関す
る内容など、担当者で回答できない
問合せに対応する必要がある

オンライン利用率の引上げに向けた対応（高等学校等就学支援金関係）

⚫ オンライン申請用リーフレットや操作マニュアル
等を申請者に配布し、オンライン申請を原則と
するよう、申請者に案内した

⚫ 原則オンライン申請を行うように、保護者向け
通知を作成し、紙申請を行いたい場合は、学
校へ個別に問い合わせて申請書を受け取るよ
うにした

⚫ 申請書や個人番号カードの写し等の書面の管
理や、個人番号の入力作業が不要になり、生
徒・保護者や学校担当者の事務負担や郵送費
等が削減された

⚫ 都道府県における情報照会業務やそれに伴う
エラー対応が不要になり、認定事務が迅速化さ
れた

⚫ 今後利用者が増えれば、情報照会業務にかか
る作業時間の縮減が見込まれる

高等学校等就学支援金におけるオンライン利用率の引上げに向けた対応（2/2）

課題と対応状況・予定

都道府県・学校へのお願い

都道府県・学校における取組事例 効果 課題

オンライン
申請

マイナ
ポータル
利用

⚫ マイナポータルを利用した提出方法を推奨する
旨を、保護者向けのチラシに記載して案内し
た

⚫ 自己情報を提出した者には、それ以外の者の
審査が完了するのを待たずに、速やかに認定
手続きを行った

＜対応状況・予定＞
⚫ 令和5年度7月に生徒・保護者向け問合せ自動応答システム（チャットボット等）を導入した。

自動応答で解決されない場合はヘルプデスクに繋ぎ、メールによる対応を行う仕組みとしている。随時、正答率向上のための改善を行っている。
•⚫今後、各種通知のオンライン化を図る（実現方式については、検討中）。

また、学校担当者や支給権者において申請者の通知の確認状況を把握可能とする。

● e-Shienを利用している場合
→オンライン申請の導入・推進に向けた積極的な検討をお願いしたい。

● e-Shienを利用していない場合
→独自システムにおけるオンライン申請の導入・推進や、e-Shienの利用に向けた検討を行っていただきたい。

自動応答

個人番号

メール応答
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オンライン利用率の引上げに向けた対応（高等学校等就学支援金関係）授業料徴収に関する正確な情報提供及び就学支援金支給の一層の適切化に向けた工夫等について

〇入学時に授業料徴収がないものと思っていたが、実際には徴収があり困ったという相談事例が
従前よりあることを踏まえ、 進学を希望する者やその保護者が、就学支援金の取扱い、授業料
徴収の有無、徴収時期や納付額、納付が困難な場合などの徴収猶予などについて正確な情報
を確実に入手・認識できるよう、口頭での説明だけに限らず生徒募集要項や学校ホームページ
等で適切な案内を行っていただくよう、学校設置者に促していただきたい。

〇就学支援金の支給より先に授業料を徴収する場合で、対象生徒の支給額を推定して、就学
支援金相当額を差し引いて請求する場合 は、課税証明書等により推定を行う例があると承知
している が、e-Shienによるオンライン申請で自己情報取得APIを活用して税情報等を提出し
ている場合、都道府県において審査完了となる前でも、学校においても審査結果を推定すること
が可能である。 また、課税証明書に限らず、マイナポータルの「わたしの情報」において、課税所
得額（課税標準額）と市町村民税の調整控除額を確認することで推定するといったことも可
能である。

〇e-Shienによるオンライン申請で自己情報取得APIを活用して税情報等を提出している場合、
原則として都道府県における所得確認作業が不要となり、就学支援金の支給の早期化にもつ
ながることから、e-Shienの導入やオンライン申請の利用の更なる推進 をお願いしたい。
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オンライン利用率の引上げに向けた対応（高等学校等就学支援金関係）授業料徴収に関する正確な情報提供及び就学支援金支給の一層の適切化に向けた工夫等について

〇前述のような推定が困難な場合においても、都道府県からの就学支援金の支給前に、授業料
全額分を徴収しなくては学校運営が困難となる学校がある場合、都道府県において、当該学校
への就学支援金支給に関する事務を優先的に実施することや、前年度の実績に応じた概算払い
を実施し、当該学校に対する就学支援金の支給時期を早めることなどによって、学校において授
業料と相殺した上での徴収が可能となるよう配慮をいただきたい。

〇授業料全額を負担することが困難な生徒・保護者に対しては、プライバシーにも配慮しつつ、就
学支援金が支給されるまでの間、授業料の徴収を猶予するなどの負担軽減措置をとるとともに生
徒・保護者等への周知に取り組んでいただくよう、学校設置者に促していただきたい。

（例）
・授業料徴収の案内等に、就学支援金支給後の徴収を希望する場合には、学校に連絡するよ
う記載する。

・本来１年分徴収する授業料の納付が困難な場合、就学支援金相当額の推定ができるまでの
期間について猶予を行う、あるいは、当該期間分のみの分納を可能とする。
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【事例紹介】高等学校等就学支援金交付金の受入漏れについて

事例① 就学支援金担当と国庫金担当間での相互連絡ができておらず、国庫金受入処理を失念したもの

【理由・経緯】
国庫金の事務処理において、就学支援金担当者と官庁会計システ
ムを処理を行う国庫金担当者の間で調整が十分でなく、国庫金担当
者が管理する整理簿の記載や更新がなされていなかった。

その結果、就学支援金担当者は精算分の最終受け入れを４月末で
行うという認識であったが、国庫金担当者は全額受入済みであると認
識していたため、担当者間で認識が異なり、未処理のまま見落とされ
ていた。

国庫金担当者が官庁会計システムで受入状況を確認した際に、示
達額と受入額の差に気付き、県への収入が未済であることが発覚。
⇒過年度案件となる。

出納整理期間後

○交付決定・額の確定等の事務処理の決裁手続に国庫担当者
を加え、年間の動きを随時把握する。（情報の共有）

○国庫金担当者が行う整理簿の確認に加え、官庁会計システ
ムの執行状況照会を活用することとし、随時、国庫金整理簿デ
ータと執行状況照会データで確認を行う。（データの突合）

○これらのデータを共有サーバ内にて管理することにより、就学
支援金担当者と国庫金担当者の双方向から確認ができるよう
事務処理方法を改善。（連携・確認できる体制の構築）

再発防止策

都道府県費への受入れについては、遺漏なく手続を行っていただくよう、お願いします。

事例② 就学支援金担当者の支払事務手続の誤認により、国庫金受入処理を失念したもの（過年度支出案件）

【理由・経緯】
過年度支出承認後、就学支援金担当者が支出負担行為決議書の
手続のみで受入手続完了と誤認した。また、文科省からの支払計画
示達に関する連絡や受入漏れを防止する注意喚起があったが、就学
支援金担当者のみの確認に留まり、課内に共有できていなった。

・就学支援金事業の担当者は一人体制であり、他者によるチェック体
制が十分ではなかった。
・担当者着任時において、個別具体的な事務処理の引継ぎがなく、事
務処理マニュアル等も存在していない状況であった。

担当者の誤った認識や確認作業が十分に行われておらず、国庫金
の受入ができなかった。

○事務処理マニュアル、示達状況のチェック表等を作成し、担当者の業務
への習熟と後任の業務水準の維持・向上を図る。（マニュアル等の作成）

○文部科学省や都道府県会計課からの通知等は、課内で共有し、適切に
処理・確認を行う。（情報の共有）

○就学支援金担当者で定期的（３ヶ月に１度）に、「支出負担行為決議書」
と「支出決議書」、「示達額」と「四半期ごとの支払額」との確認作業を実施
する。（データの突合）

○担当者と確認者による二重チェックを行う。（確認できる体制の構築）

再発防止策
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１．過年度処理の状況

・実績報告書の実績額に誤りがあり、過年度返還等が多

数生じている。

・学校や都道府県担当者の制度に対する理解不足や事

務処理上の誤りを要因とするものも多く、当省会計課より

適切な再発防止策を講じるよう厳しく指摘されている。

・過年度支出は、会計年度独立の原則の例外であり、法

律に根拠がある場合又は国が債務を負っている場合にの

み認められる。

・高等学校等就学支援金の支給に関する法律第６条第３

項には、やむを得ない理由により申請ができなかった場

合のみ、遡及して申請可能とされている。

２．過年度手続の位置付けについて

３．変更交付申請の締切後に発生した
所要額の変更について

過年度手続は例外的な措置であるため、年度内に処理を行う。

※３月に発生した転退学等も可能な限り年度内に対応

○執行の流れ

【原則】

➀文部科学省に対し、変更交付決定に間に合うかを確認。

→対応可能な場合：変更交付申請書の再提出。

→対応不可の場合：②について文部科学省で検討

②再度、変更交付決定を行うことが可能か。

→対応可能な場合：変更交付申請書を再度提出の上、

 個別に変更交付決定を行う。

→対応不可の場合：③について文部科学省で検討

【例外】

③文部科学省に対し、実績報告書に基づく額の確定で対応

可能かを確認。

→上記全ての対応ができなかった場合においてのみ、例外的

 に過年度手続を行う。

高等学校等就学支援金の執行手続について（1/2）
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４．過年度返還等の主な発生事例

＜事例１＞
○発生理由

 申請書等に記載されている過去の在学期間や履修単位数
の誤り、退学時期の把握漏れを理由とするもの

○考えられる再発防止策について
 転学の際、転出した学校に対し十分に確認をすれば生じな

いものであり、申請書等に記載されている過去の在学期間や
履修単位数等の誤りがないことを十分に確認する。

○考えられる再発防止策について
 制度の理解不足による誤りや事務処理の誤りが生じない
よう、適時の状況の把握や適切に処理されているかを確認
する。ただし、その際は複数人で確認することが望ましい。

＜事例３＞
○発生理由

 保護者等変更の報告漏れにより、支給額の算定誤りを
理由とするもの

○考えられる再発防止策について
 保護者等に変更があった際、すぐに学校へ報告するよう
保護者へ周知を徹底し、年度を越えて発覚することがない
ようにする。

５．止むを得ず過年度処理が発生した場合の
報告について

 ３．の年度内での対応も不可能であり、例外的に過年度処

理に係る報告を行う場合、過年度処理の対象となるか否か

の判断が必要となるため、訂正対象の生徒一人一人の訂正

額・訂正理由を必ず記載するとともに、訂正内容に応じた再

発防止策を具体的に記載すること。

 なお、学校で生じた事務処理誤り等が原因であっても、都

道府県にて事実確認を行い、誤処理の生じた理由・経緯を

把握し、要因を十分に分析した上で、都道府県及び学校に

おいて真に効果的な再発防止策を取っていただきたい。

＜事例２＞
○発生理由

 事務処理の誤りや制度の理解不足を理由とするものや、
担当者一人のみでの確認等、確認体制が十分に構築できて
いないために生じるもの

高等学校等就学支援金の執行手続について（2/2）
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（参考）
審査請求は以下のような場合に行うことができる。 

（１）行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
（許認可の取消し等）に関し不服がある場合

 →処分についての審査請求をすることができる。

※行政の手続きの瑕疵がある場合（計算間違い等）にしか基本的には認
容されず、制度そのものに対する不服は認容されない。

（２）法令に基づく申請から相当の期間を経過しても、行
政庁の不作為（法令に基づく申請に対し何らの処分を
もしないこと）がある場合

 →不作為についての審査請求をすることができる。

（ポイント）
審査請求を検討している者（主に生徒等の

保護者）は処分に係る事実関係を正確に把握
した上で、審査請求を行うかどうかを判断すること
となる。
→生徒・保護者等が審査請求の手続きに進む
前に、処分庁（就学支援金の支給権者）は
受給権者等に対して、その処分の内容や理由
について、正確に伝達していただく必要がある。

行政不服申し立て（審査請求）に係る対応について

10



３．その他

文部科学省＞教育＞小学校、中学校、高等学校＞高校生等への
修学支援＞関係法令・通知・報告書の「都道府県別私立高校生
への修学支援事業に関する調査について」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/132
0158.htm

高校生等に対する各都道府県独自の修学支援について

11



（ポイント）
法務大臣の方針を踏まえ、在留特別許可が与えられた場

合、これまで高等学校等就学支援金の対象外であった生徒
等についても、高等学校等就学支援金の申請を行うことがで
きるようになる。
該当の生徒等及び保護者に、その旨を丁寧に周知していた

だきたい。
その際には、下記リーフレットも活用されたい。

在留特別許可に係る対応について

12

＜高等学校等就学支援金 周知用リーフレット＞

日本語版 やさしい日本語版 英語版



◆ 生活保護世帯・非課税世帯の授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等奨学給付金により支援を行う。
※ 家計急変世帯については、急変後の所得の見込により判定

※ 授業料以外の教育費とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、入学学用品費、教科外活動費、通信費など

◆ 令和６年度予算案：非課税世帯 全日制等（第１子）の給付額の増額

事業内容（事業実施期間：平成26年度～）

令和6年度予算額（案）  147億円

(前年度予算額           148億円)高校生等奨学給付金（奨学のための給付金）

○家庭の経済状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が

安心して教育を受けることができるよう、家庭の教育費負担

の軽減を図ることが喫緊の課題。

背景説明

【「第1子」の給付額の推移】

※15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合

国公立 私立

　    117,100円 　    137,600円

 　→122,100円（+5,000円） 　 →142,600円（+5,000円）

非課税世帯
　通信制・専攻科

世帯区分
給付額（年額）

生活保護受給世帯
　全日制等・通信制

非課税世帯
　全日制等（第１子）

非課税世帯

　全日制等（第２子以降
※

）

　      32,300円  　     52,600円

　    143,700円

     　 50,500円

       152,000円

      　52,100円

【令和６年度予算案 給付額】

対象
校種

補助対象
経費

都道府県実施
主体

国 １/３
都道府県 ２/３

補助
割合

高等学校（専攻科含む）、中等教育学校（後期課程）

高等専門学校（1～3年）、専修学校（高等課程） 等

○高等学校等の授業料以外の教育費に充てるために、高校

   生等奨学給付金を支給することで、家庭の教育費負担の

   軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与する。

目的・目標

都道府県が行う高校生等奨学給付金事業に
要する経費

R2年度第3次補正
上乗せ支給

37,400円
37,400円

59,500円
75,800円

80,800円
82,700円

84,000円
110,100円

114,100円
117,100円

122,100円
143,700円

38,000円
39,800円

67,200円

84,000円89,000円
98,500円

103,500円
129,600円

134,600円
137,600円

142,600円
152,000円

H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6予算案 第2子以降

国公立 私立

（担当：初等中等教育局修学支援・教材課）13



高校生等奨学給付金（奨学のための給付金）についてのお願い

①制度周知について

○文部科学省では、制度周知リーフレットの作成やホームページへの掲載、X（旧Twitter）等のSNSを活用した
 周知等を行っています。

○各都道府県におきましても、引き続き、リーフレット等を活用した制度の周知をお願いします。

②奨学給付金の学校の代理受領について

○平成29年度決算検査報告において、会計検査院から指摘を受けたことを踏まえ、すべての都道府県において、
代理受領を制度化していただいたところです。

○国会でも議決されているため、引き続き、保護者等の負担軽減に配慮しつつ、各学校に対しても代理受領の
 実施を促す等、御協力をお願いします。

③過年度処理について

○昨年度の過年度処理において、主に以下のような事案が見られました。

・生活保護受給世帯に対し、誤って非課税世帯単価を給付したもの

・扶養関係により第1子単価の給付が適当である世帯に対し、誤って第2子単価を給付したもの

○各都道府県におきましては、適切な事務処理を徹底し、十分注意いただくようお願いします。

④早期給付、家計急変世帯への支援について

○保護者等の教育費負担を早急に軽減するため、新入生に対する前倒し給付の実施や家計急変世帯への
 支援について、引き続き御協力をお願いします。

14



事業内容（事業実施期間：平成26年度～）

高校等で学び直す者に対する修学支援

背景 課題背景説明

◆ 高校等を中途退学した後、再び高校等で学び直す者に対して、都道府県が、就学支援金の支給期間後も、卒業までの最長
12月（定時制・通信制は最長24月）、継続して授業料に係る支援金を支給する場合に、国が都道府県に対して所要額を補助。

◆ 年収910万円未満世帯の生徒等を対象に118,800円を支給。

◆ 私立高校等に通う年収590万円未満世帯の生徒等は297,000円を上限として支給。

◆ 令和５年度から家計が急変した世帯への支援を実施。

○家庭の経済状況にかかわらず、高校等を中途退学した後、再び高校等で

学び直す者が安心して教育を受けることができるよう、家庭の教育費負担

の軽減を図ることが喫緊の課題。

目的・目標

○都道府県が行う高校等に係る学び直し支援事業に対して、国がその

経費を補助することにより、高校等における教育に係る経済的負担の

軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与する。

第1学年 第2学年 第3学年

12月 11月

就学支援金の支給期間（36月）が終わった後、
卒業までの11月を本事業により支援12月

卒業

入学 中退

（凡例）

：就学支援金

：学び直し支援事業

11月

1月

（A高校）

＜イメージ（例）：A高校を1年と11月で中途退学後、B高校の第2学年に編入学した場合＞

（B高校）

編入学

23月

13月

対象
校種

高等学校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）

高等専門学校（1～3年）、専修学校（高等・一般課程） 等

都道府県が行う学び直し支援事業に要する経費補助対象
経費

実施
主体

国 10/10補助
割合

公・私立高校等：都道府県
国立高校等  ：国

※国立高校等は国が事業を実施

※高等学校等就学支援金と同じ

令和6年度予算額（案）  3億円

(前年度予算額    3億円)

（担当：初等中等教育局修学支援・教材課）15



◆ 高等学校等の専攻科に通う低所得世帯（家計が急変した世帯を含む）の生徒に対して、都道府県が授業料及び授業料以外の
教育費について支援事業を行う場合、国が都道府県に対してその経費の一部を補助。

事業内容（事業実施期間：令和2年度～）

令和6年度予算額（案）  4億円

(前年度予算額       4億円)高校等専攻科の生徒への修学支援

○家庭の経済状況にかかわらず、高等学校等の専攻科に通う生徒が

 安心して教育を受けることができるよう、家庭の教育費負担の軽減

を図ることが喫緊の課題。

背景説明

対象
校種

高校等専攻科に通う生徒に対して都道府県が行う
支援事業に要する経費

補助対象
経費

都道府県実施
主体

授業料：国 １/２、都道府県 １/２

授業料以外の教育費：国 １/３、都道府県 ２/３
補助
割合

高等学校及び特別支援学校の専攻科
※ 大学への編入学基準を満たす課程又は国家資格者養成課程

（特別支援学校は、就労支援に資する教育課程を含む）を対象とする。

○都道府県が行う高等学校等の専攻科に通う生徒への支援事業に

 対して、国がその経費を補助することにより、家庭の教育費負担の

軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与する。

目的・目標

＜支援スキーム＞
住民税非課税世帯及びそれに
準ずる世帯の生徒が対象

（※）両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人（16歳以上）、中学生1人の４人世帯の目安

          270万円  380万円
        （住民税非課税世帯）

授業料に係る支援

授業料以外の教育費に係る支援
（高校生等奨学給付金において実施）

年収目安

補助対象上限額

約12万円

約43万円

約48万円

平均授業料を
勘案した水準

公立専攻科
の支給額

住民税非課税世帯の
支給額の1/2 （※）

区 分
～270万円(住民税非課税世帯) 270～380万円

公立 私立 公立 私立

授業料 118,800円 427,200円 59,400円 213,600円

授業料以外 50,500円 52,100円 ― ―

＜１人当たり補助対象上限額＞

高校等
専攻科

高等学校

大学
短大 専門学校

高等専門学校

＜各教育機関の位置づけ＞ 高校及び特別支援学校高等部の本科の教育内容を
基礎に、資格取得のための教育等を実施。

※ 授業料以外の教育費は高校生等奨学給付金において別途計上

（担当：初等中等教育局修学支援・教材課）16



○支援を必要とする者に対する丁寧な情報提供
→各種リーフレット等も活用しつつ、初等中等教育段階から、高等学校段階及び高等教育段階における修学支援制度
について、積極的に周知すること。

→非課税世帯など経済的な支援を必要とする者、特に、就学援助制度や高校生等奨学給付金制度の受給対象者
などに対して、生徒等の心情や生徒等及び保護者のプライバシーにも配慮しながら、丁寧な周知を行うこと。

○教職員への十分な周知
→高等学校段階及び高等教育段階における修学支援制度について、管理職や進路指導主事、経済的な支援を必要
とする生徒等やその保護者と関わる機会の多いスクールソーシャルワーカー等の教職員に対しても、高等学校等就学支
援金制度や高校生等奨学給付金制度、高等教育の修学支援新制度をはじめとした各種支援策等を十分に周知し、
必要に応じて、支援策にかかる知見に基づき生徒等や保護者に助言を行うことができるような体制を構築すること。

高等学校等就学支援金制度、高校生等奨学給付金制度及び

高等教育の修学支援新制度の周知について

17

義務教育段階終了後、高等学校等への進学にあたっては、高等学校等就学支援金や高校生等奨学給付金における支援の拡充が
なされていること、特に高等学校等就学支援金制度において、年度途中に家計が急変した場合にも申請を行うことができる点も含め、一
層丁寧に周知していただくことが重要。
また中学校段階における生徒や保護者に関する調査によると、収入の水準が低い世帯やひとり親世帯では、子供が将来どの段階まで進

学するかの希望・展望に関して 「大学またはそれ以上」と回答した割合が低いという傾向がみられる。その背景として、経済的な理由を挙げ
る者が多く、大学・短期大学・高等専門学校・専門学校への進学前の段階で、生徒及び保護者に対して、返済不要の給付型奨学金を
はじめとする支援策（高等教育の修学支援新制度）が十分に認知されていない可能性がある。
こうしたことを踏まえ、生徒等一人一人が、各種支援制度を十分に認識した上で、経済的な理由により進学を断念せず、希望する進路

選択ができるよう、きめ細かな情報提供に努めていただきたい。

経緯

令和5年6月13日付け 通知のポイント



○就学援助制度における家計急変対応
→従来より、転入学又は被災、家計急変など、年度の中途において認定を必要とする者については、速やかに認定し、
必要な援助を行うよう配慮することを通知において留意事項として示しているところ、
犯罪被害等により家計が急変した場合においても、年度の中途において認定を必要とする者については、 
速やかに認定し、必要な援助を行うよう配慮すること。

→就学援助制度の存在を知らないために支援を受けられないということがないよう、
犯罪被害等により家計が急変した者も含め、年度の中途において認定を必要とする者に対して、遺漏なく周知すること。

○高等学校等就学支援金制度及び高校生等奨学給付金制度における家計急変対応
→犯罪被害等により家計が急変した場合にも、高等学校等就学支援金制度や高校生等奨学給付金の対象と
なりうること。

○高等教育の修学支援新制度における家計急変対応
→犯罪被害等により家計が急変した場合にも、高等教育の修学支援新制度の対象となりうること。

犯罪被害者等に対する各種修学支援施策の周知について
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本年６月に「犯罪被害者等施策の一層の推進について」（令和５年６月６日犯罪被害者等施策推進会議決定）が決定された。
 当該決定においては、犯罪被害者等基本法（平成16年法律第161号）の基本理念に基づき、犯罪被害者等が、被害原
因や居住地域にかかわらず、その置かれている状況等に応じ、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになる
までの間、必要な支援を適時適切に途切れることなく受けることができるようにするため、具体的な取組として、教育等の各分野に
わたる各種社会保障・社会福祉等制度について、関係府省庁において、制度の内容に応じ、関係機関・団体に対し速やかに通
知を発出するなどし、犯罪被害者等に配慮した取扱いを行うよう 要請し、又は犯罪被害者等もこれらの制度を利用し得ることを
周知することとされた。

経緯

令和5年6月15日付け 通知のポイント



オンライン利用率の引上げに向けた対応（高等学校等就学支援金関係）「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するＱ＆Ａ」について

いわゆる「宗教二世」の方々からの相談を含め、宗教に関する相談に対して、児童相談所等の虐待対応の現場に
おいて適切に対応することができるよう、厚生労働省において、児童虐待に当たる事例や児童相談所等が対応するに
あたっての留意点等を整理したＱ＆Ａ（以下、「本Ｑ＆Ａ」という。）を作成。（令和４年12月27日）

それを踏まえ、文部科学省において、各学校において本Ｑ＆Ａに基づく適切な対応が行われるよう、都道府県教
育委員会等に対して通知を発出。（令和４年12月28日）

（高校生等への修学支援について）
本Ｑ＆Ａ問４－２（答）では、宗教等

の信仰活動等を通じた金銭の使い込みによ
り家庭生活に大きな支障が生じ、教育機会
の提供に支障が生じているような場合につい
て、左記下線のとおりとされている。高等学
校等就学支援金及び高校生等奨学給付
金の支給に係る所得判定の際には、親権
者が、「生徒の就学に要する経費の負担を
求めることが困難であると認められる者」であ
る場合には、その者は保護者には含まれな
いことを踏まえ、関係機関と連携して適切に
対応すること。

概要

本Q&A（抜粋） 通知より
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事業内容

私立学校に通う児童生徒への授業料減免支援

背景私立学校入学後、家計急変等の経済的理由から授業料の納付が
困難となった児童生徒が安心して学びを継続できるよう、経済的支援
を行う必要がある。

背景説明

私立小中学校等が授業料等の納付が困難となった児童生徒に対して、授業
料減免措置を行い、都道府県がその減免額に対して助成する場合、国が都
道府県に対してその助成額の一部を補助することにより、児童生徒の学びの継
続を支援。

目的・目標

【国庫補助の対象】
私立の小学校、中学校、義務教育学校、
中等教育学校（後期課程除く）、

【国庫補助の要件】
・倒産、失職などによる家計急変
・生活保護世帯

授業料の減免を実施

私立小・中学校等 都道府県

授業料の納付が
困難な児童生徒

○ 私立小中学校等が実施した
授業料減免に対する補助を実
施。

国

事業スキーム

令和６年度

○ 家計急変が発生した年度の授業料減免に加え、その後も低所得の場合は卒業まで※

支援を継続。
※小学校段階の最長6年間又は中学校段階の最長3年間

○ 対象者：家計急変後の年収が400万円未満相当 + 資産保有額700万円未満
※家計急変年度は都道府県の定める要件を満たす世帯

○ 支援額：年額33.6万円（上限） ※家計急変年度は都道府県の定める額
なお、上記支援額の費用負担は国1/2、都道府県1/2（学校負担なし）

入学後に家計急変した児童生徒の継続的な学びを支援

◆私立小中学校等における家計急変世帯への支援 ◆授業料減免事業
○ 対象者（左記の支援を除く）：
①生活保護世帯の児童生徒（高等学校段階の生徒は除く）
②東日本大震災を起因する事情により授業料の納付が困難となった
義務教育段階の児童生徒（令和2年度までに当該学校に入学し
た児童生徒に限る）

○ 支援額：
学校法人に交付された都道府県補助金の1/2以内

※高校生等の家計急変世帯への支援については、令和5年度より、
「高等学校等就学支援金」において支援できるよう制度改正。

令和6年度予算額（案） 7億円

（前年度予算額 10億円）

特別支援学校（高等部除く）
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①要保護者・・・・・生活保護法第６条第２項に規定する要保護者 【令和４年度 約８万人】
②準要保護者・・・市町村教育委員会が生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

                  （認定基準は各市町村が規定）【令和４年度 約117万人】

学校教育法第１９条において、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えな
ければならない。」と規定。

①補助の概要 ： 市町村の行う援助のうち、要保護者への援助に対して、国は、義務教育の円滑な実施に資することを目的として、
 「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」「学校給食法」「学校保健安全法」等に基づいて

 必要な援助を行っている。

②補助対象費目 ：学用品費／体育実技用具費／新入学児童生徒学用品費等／通学用品費／通学費／修学旅行費／ 校外活動費／
   クラブ活動費／ 生徒会費／ ＰＴＡ会費／ 卒業アルバム代等／ オンライン学習通信費／ 医療費／ 学校給食費

  

③国庫補助率 ： １／２（予算の範囲内で補助）

④令和６年度予算額（案） ５億円（前年度予算額５億円） 

・「新入学児童生徒学用品費等」の単価引き上げ
  小学校： 54,060円 → 57,060円（＋3,000円）

準要保護者に対する就学援助については、三位一体改革により、平成１７年度より国の補助を廃止し，税源移譲・地方財政措置を行い、各市町村
が単独で実施している。

３ 要保護者等に係る支援 【要保護児童生徒援助費補助金】

１ 実施主体

４ 準要保護者に係る支援

２ 就学援助の対象者

令和２年度予算額 ６２６百万円 （前年度予算額 ６６９百万円）

義務教育段階の就学援助（概要）
令和6年度予算額（案） ５億円

（前年度予算額 ５億円）
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被災児童生徒就学支援等事業（大規模災害）

現状・課題

事業内容

令和6年度予算額（案） 0.5億円

（前年度予算額 0.5億円）

事業実施期間 平成28年度～

担当：初等中等教育局修学支援・教材課

大規模災害により被災し、経済的理由から就学困難となった児童生徒等が安心して学ぶことができるよう、家庭の教育負担の軽減を図り、教育機会を確保するこ
とが喫緊の課題である。都道府県等が被災により就学困難となった児童生徒等に対して就学支援等を実施できるよう、国が支援することが必要である。

大規模災害により被災し、経済的理由から就学等が困難となった児童生徒等に対して、都道府県等が以下の就学支援等を実施する場合、
被災による支援対象者数の増加に伴う負担を考慮し、交付金として経費の一部（２/３）を国庫で支援する。
本事業は平成28年熊本地震を発端として同年度から実施している。

（対象者）  被災により就学困難となった児童生徒

（対象事業）  市町村等において行う就学援助事業

（対象費目） 学用品費、通学費、修学旅行費、学校給食費、医療費 等

   ※通学費には、スクールバスの運行による通学手段の確保に係る経費を含む

就学援助事業 【小・中学校】 私立学校授業料等減免事業 【私立高等学校等】

 （対象者）  被災により就学等が困難となった児童生徒

 （対象事業） 都道府県等において行う授業料等減免事業

 （対象者）  被災により就学困難となった生徒

 （対象事業） 都道府県において行う奨学金事業

奨学金事業 【高等学校】

専修学校・各種学校授業料等減免事業 【専修学校・各種学校 】

（対象者）  被災により職業技術の教育等を目的とする学校への就学が困難となった生徒

・専修学校高等課程、専門課程：修業年限1年以上

・専修学校一般課程、各種学校：原則修業年限2年以上

（対象事業）都道府県等において行う授業料等減免事業

特別支援教育就学奨励事業 【特別支援学校等】

 （対象者）  被災により就学困難となった幼児児童生徒

  （被災により支弁区分が変更となった者も含む）

 （対象事業） 都道府県等において行う就学奨励事業

 （対象費目）  学用品費、通学費、修学旅行費、学校給食費 等
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被災児童生徒就学支援等事業（東日本大震災）

現状・課題

事業内容

事業実施期間 平成23年度～

担当：初等中等教育局修学支援・教材課

東日本大震災により被災し、経済的理由から就学困難となった児童生徒等が安心して学ぶことができるよう、家庭の教育負担の軽減を図り、教育機会を確保する
ことが喫緊の課題である。都道府県等が被災により就学困難となった児童生徒等に対して就学支援等を実施できるよう、国が支援することが必要である。

東日本大震災により被災し、経済的理由から就学等が困難となった児童生徒等に対して、都道府県等が以下の就学支援等を実施する場合、
被災による支援対象者数の増加に伴う負担を考慮し、交付金として経費の全額（10/10）を国庫で支援（一部を除く。）する。

就学援助事業 【小・中学校】

（対象者） 震災により就学困難となった児童生徒 （対象費目） 学用品費、通学費、修学旅行費、学校給食費、医療費 等

（対象事業） 市町村等において行う就学援助事業 ※ 通学費には、スクールバスの運行による通学手段の確保に係る経費を含む

奨学金事業 【高等学校】

（対象者）  原子力災害により就学困難となった生徒

 （対象事業） 都道府県において行う奨学金事業

 （返還免除） 原則として、死亡・障害により返還が困難なとき

私立学校授業料等減免事業 【私立高等学校等】

（対象者）  原子力災害により就学等が困難となった幼児児童生徒

 （対象事業） 都道府県等において行う授業料等減免事業

特別支援教育就学奨励事業 【特別支援学校等】

（対象者） 原子力災害により就学困難となった幼児児童生徒

（原子力災害により支弁区分が変更となった者も含む）

 （対象事業） 都道府県等において行う就学奨励事業

 （対象費目）  学用品費、通学費、修学旅行費、 学校給食費 等

専修学校・各種学校授業料等減免事業 【専修学校・各種学校】

（対象者） 原子力災害により職業技術の教育等を目的とする学校への就学が困難となった生徒

  ・専修学校高等課程、専門課程：修業年限1年以上

・専修学校一般課程、各種学校：原則修業年限2年以上

（対象事業） 都道府県等において行う授業料等減免事業

※ 専修学校専門課程及び一般課程並びに各種学校については学校が実施した減免額の2/3が上限

＜地震・津波被災地域、原子力災害被災地域＞

＜原子力災害被災地域のみ＞

「第２期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針（令和３年３月９日閣議決定）

（１）地震・津波被災地域  ・・・  
（２）原子力災害被災地域 ・・・ 就学支援について、支援の必要な子どもの状況等、事業の進捗に応じた支援を継続する。

就学支援について、過去の大規模災害における取組事例等を踏まえ、支援の必要な子どもの状況等、事業の進捗に応じた支援を継続する。

【東日本大震災
復興特別会計】

令和6年度予算額（案） 7億円

（前年度予算額 8億円）
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